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「頭取」呼称の廃止について

  当社子会社である株式会社 りそな銀行（頭取 野村 正朗）、株式会社 埼玉りそな銀行

（頭取 利根 忠博）、株式会社 近畿大阪銀行（頭取 原 邦継）ならびに株式会社 奈良銀

行（頭取 野村 正雄）は、各社の株主総会での承認等を前提に、本年１０月１日をもっ

て、現在使用している「頭取」呼称を廃止することと致します。

  本件は、「従来の銀行業」から「真の金融サービス業」への転換を目指す当グループの

一つの決意として、銀行界で広く使用されている「頭取」呼称を廃止し、「社長」に統一

するものです。

また、同様の趣旨から、現在使用している「行員」呼称につきましても、「社員」に統一

することと致します。

  今後とも、従来の慣行や固定観念にとらわれない柔軟な発想を様々な施策に織込み、

「りそな再生」と「企業価値の極大化」に向けた弛まぬ変革を続けてまいります。
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